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「消費税の軽減税率制度の広報・周知等へのご協力のお願い」について 

 

 このことについて、添付ファイル文書（写し）のとおり、平成３０月３月７日付で農林水

産省、国税庁及び中小企業庁から当協会あてに通知がありましたので、お知らせいた

します。 

 

 なお、添付ファイル文書の別添参考（国税庁作成リーフレット）のとおり、動物用の医

薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品は、軽減税率の対象となっていな

いことから、当協会として説明会等の開催は予定していないことを申し添えます。その

ため、必要であれば、地元の税務署等が開催する説明会等をご利用願います。 

 

 

参考： 

［軽減税率制度関係の政府ホームページ特設サイト］ 

・特集-消費税の軽減税率制度（政府広報オンライン） 

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html 

・消費税の軽減税率制度について（国税庁） 

https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm 

（国税庁のホームページは平成 30年３月に改定を予定しており、改訂後は 

当ページのアドレスが変更される可能性があることにご注意ください。） 

・軽減税率対策補助金（軽減税率対策補助金事務局） 

http://kzt-hojo.jp/ 

 

 
















